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申込日　　  年　　月　　日

ふりがな    性別  生年月日

京都大学職員組合　加入申込書

所属部局：    部署：   

職種／職名：       　　(例：教員／准教授) 

雇用形態：　□常勤　□有期雇用　□時間雇用　□再雇用　□その他（　　　　　　　　

組 合 費：　■給与控除 (通常はこちら）　□給与控除以外の徴収法を希望(　　　　　　)

E-mail：    ＠

お申し込み

連絡先

ご記入頂いた事項は「個人情報の
保護に関する法律」を遵守し、組
合活動情報のご提供、組合費徴収
などの事務のために適切な取扱を
いたします。

京都大学職員組合 事務所
〒606-8317京都市左京区吉田本町
TEL：075-761-8916
FAX：075-751-8365
内線：7615(本部地区)
Email: office@adm.kyodai-union.org
URL:  http://www.kyodai-union.gr.jp

あなたも組合に！あなたも組合に！

FAX:075-751-8365
http:join.kyodai-union.gr.jp
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　京都大学職員組合中央執行委員長に選出されまし
た理学研究科の太田です。立候補にあたっての抱負に
も書きましたが、支部での活動経験はあるものの中央
執行委員会での経験はなく、まだ右も左もよくわかりま
せん。そういった中で、イキナリ全国大学高専教職員組
合の定期大会に出席することになり、どこの大学も共通
の問題意識を持っていること、その中でも事情はいろ
いろあるらしいことを知ってきました。大学を取り巻く
状況は、相変わらずだんだん厳しくというか、おかしく
なってきています。2016年度からの第３期中期計画で
は大学を3タイプに無理矢理分類させること、人文社会
系学部の縮小・廃止は周知の事かと思いますが、つい
には、大学をG型(Global型)とL型(Local型)にわけてし
まえという議論まで始まっていて驚愕しました。L型大
学においては、法学部では憲法なんか教えなくて道路
交通法の勉強、大型二種免許の取得等が推奨され、工
学部では機械力学・流体力学なんかほっておいてトヨ
タの最新鋭工作機器操作法を学べとのこと。もはや大
学ではありませんなあ。学長への権限集中もますます
強まっていく方向で、最終的には、政府に従う大学にな
りなさいという趣旨である事は、この間の国旗掲揚発
言、賃金請求訴訟などで明らかなところです。そして、こ
ういった「改革」が財政誘導で行なわれており、食うに
困った我々が飢え死にしないためには乗っていかざる
を得ない仕組みになりつつあります。

と、大上段な不満をぶちまけてしまいましたが、身近
で起こっているいろいろな具体的不満・問題も山積し
ています。京大内で見ても、時間雇用職員の５年問題・
夏季一斉休業の問題、再雇用職員の給与問題、技術職
員の待遇問題、定員内職員の超過勤務問題、派遣職員
の問題、旧態依然とした労使関係、学域・学系問題、年
俸制教員への大量移行、外国人教員の待遇、等々、ま
だまだ沢山あります。これらを一気に解決することはな
かなか難しいことですが、可能なところから少しずつで
も改善していくことが職員組合の使命です。身近なとこ
ろをよく見て、一方で大局も見据えて、活動することが
できればと考えています。が、何分経験不足の身ですの
で、皆様の助けなしでは無力です。共に頑張っていきた
いと思っています。600-800字で挨拶を書いてくださ
いと言われましたが、不満を一気にぶちまけただけで
ほぼ1000字に達しました。この辺りでやめますが、よろ
しくお願い致します。

京都大学職員組合  2015 年度 中央執行委員長

太田 耕司
理学研究科 教授 ( 天文学 )

委員長就任にあたってのごあいさつ
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１．防衛省が大学等に研究を公募
　防衛省は7月下旬、大学等に対し競争的
資金制度による研究を公募した。初めての
実施で、1件につき最大年3000万円の研究
費。期間は3年（1年毎の更新）。今年度総額
は3億円（「公募要領」）。防衛省は、「得られ
た成果については、防衛省が行う研究開発
フェーズで活用することに加え、デュアルユ
ースとして、委託先を通じて民生分野で活用
されることを期待」（｢パンフレット」）してい
るとし、あたかも民生分野においても利用す
るともとらえられるような表現をしている。し
かしそれは「期待」だけである。基本は「防衛
省が行う研究開発フェーズで活用する」とし
ていることにある。

２．軍事分野への研究成果利用が目的
　このことは、昨年の防衛省技術研究本部
の「平成27年度概算要求の概要」に「本制度
のメリット」として次のように記載されている
ことに現れている。
　「１．［効果的・効率的な技術の活用］本制
度により、先端技術を効果的かつ効率的に
装備品に適用できる。•（略）。•（略）。
２．［防衛技術基盤の拡大］当該制度の活用

大学と研究者は軍事研究に協力しない。
学問は平和のためにある。

により、これまで防衛分野でつながりが無かっ
た大学や企業等が参入する端緒になる可能
性があり、効果的に我が国の防衛技術基盤の
拡大に貢献しうる。また、技術の民間への波及
効果も期待できる。」
　更に防衛省は、「平成27年度募集に係る研
究テーマについて」（「公募要領【別紙３】」）に
おいて大学等に求める研究課題を定めるに
あたって「本制度に係る研究テーマは、技術
研究本部において、以下の観点で選定」したと
して、次の３つをあげている。
 「① 既存の防衛装備の能力を飛躍的に向上
させる技術、② 新しい概念の防衛装備の創製
につながるような革新的な技術、③ 注目され
ている先端技術の防衛分野への適用技術」。
　以上には、大学等の研究成果による技術を
戦闘用の「装備品」への適用に活用し、大学等
の研究を防衛分野に組み込み、日本の防衛技
術基盤の拡大に利用するとの戦略的狙いが
あからさまに現れており、今回の公募が選定
の観点にあるように軍事分野での研究成果の
利用にあることを明確に示している。

３．研究開始後の防衛省の担当部門は防
衛装備庁
　採択研究開始の10月以降、改正防衛省設
置法の施行（10月予定）により技術研究本部
は廃止され、担当は防衛装備庁に変わる。防
衛装備庁設置について自由法曹団は声明（
2015年6月15日）で要旨、「防衛生産・技術基
盤維持・強化のために、武器の開発・生産・購
入等の権限を一元化し」、「戦争する体制づく
りを進めるもので」、「国会で審議の戦争法制
とあいまって、憲法9条をないがしろにして戦
争する国へと突き進むもの」としている。ここ
にも防衛装備に大学の研究が組み込まれるこ
とが示されている。

４．防衛省研究公募に現在京都大学がと
っている対応
　事務本部担当部門は事務ルートで要旨、「
防衛省の研究公募に応募意向がある研究者
はその旨を連絡」願いたいとし、補足で「対応
は現在、学内関係者間で慎重な検討を行って
いるので、調査は意向把握目的であり、本調
査をもって京大として本制度への申請を認め
るものではない」としている。しかし、軍事研究
にかかる態度については、京都大学の基本的
態度に拠らなければならないものである。

５．軍事研究と研究成果の戦争利用に対
する京都大学の態度は明確である。
　「軍から研究費の援助を受けることは、その
研究成果が戦争に利用される危険があるの
で、好ましくない」（1967年5月27日京都大学
部局長会議）
　京都大学は当時、全国的問題となっていた
米軍からの大学等への研究費提供について
議論し、1967年5月27日の部局長会議で上
記見解をまとめた。そして同年6月6日の評議
会で、「総長から、5月27日の部局長会議にお
いて」上記の「申し合わせを行った旨報告が

あり、一同了承。」と確認した（1967年6月6日
京都大学評議会議事録）。
軍事にかかる研究費提供、研究成果が戦争に
利用されることに対する京都大学の態度は明
確である。

６．京都大学は軍事研究に手を貸さない
ことを改めて示すことが必要
　先の戦争では、京都大学では、約5000人も
の学生､院生が徴兵され、判明分だけでも京
大出身者の500人近くが戦没した。この痛苦
の歴史も踏まえて京都大学は、今回の防衛省
による研究公募に対し、評議会確認に基づい
て軍事研究には協力しない姿勢を示すことが
必要である。

７．軍事研究に協力せず、平和と社会進歩に
貢献できるより良い京都大学をめざす
　学問の自由が犯され、将来ある学徒が戦場
で命を絶たれた先の戦争の痛恨の反省に立
ち、戦後、学問の自由は憲法で保証され、日本
学術会議は、「戦争を目的とする科学の研究
には絶対従わない決意の表明（声明）」（
1950年4月20日第6回総会）をはじめ、二度
にわたる声明を出して、戦争と軍事研究に対
する科学者のとるべき態度を示した。
　再び戦争への道につながることになる戦争
法案に今、国民の過半数が反対の意志を表
明している。軍事研究には協力しない、学問
は平和のためにあるとの立場に立ちきった態
度をはっきりと示すことが改めて今、京都大学
と研究者に強く求められている。
　京都大学職員組合は、先日の大会で採択さ
れた特別決議の立場に立ち、戦争法案に反対
し、軍事研究に手を貸さず、すべての京都大
学の教職員のみなさんとともに、平和と社会
進歩に貢献できるより良い京都大学になるよ
う取り組みを進めて行きます。


